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１）背景 

荒尾市が管理する道路橋の数は、 2023 年度（令和 5 年度）現在で１２３橋（う
ち、拡幅橋 1 橋）です。このうち、建設後 50 年を経過する橋梁は、以前と同様、
7 ％程度ですが、20 年後の 2043 年度（令和 25 年度）には、68 ％程度に増加し
ます。 

これらの⾼齢化を迎える橋梁群に対して、 従来の様な“悪くなったら対策を⾏う”
対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架け替えに要する費⽤が増⼤と
なることが懸念されます。 
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２）⽼朽化対策における基本方針 
このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を⾏い、限られた財源の中で

効率的に橋梁を維持していくための取組みが不可⽋となる。 
コスト縮減のためには、従来の“悪くなったら対策を⾏う”対症療法型から、“損傷

が⼤きくなる前に予防的な対策を⾏う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ば
し、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図ることを目的とす
る。 

 
3）新技術等の活⽤方針 

荒尾市においては点検に関する新技術の活⽤が効果的となる特殊橋及び⻑⼤橋が
ないため、コスト削減や品質確保、工期短縮などの可能性を定期点検のタイミング
で⽐較検討を⾏ってきたが、従来の近接目視点検よりコストがかかり、実効性・実
現性が低いため現時点では新技術の導入は困難である。ただし、詳細点検や補修設
計時に新技術や新工法等を加えた⽐較検討を⾏い、状況に応じて積極的に採⽤する
ことを目標とする。 

 
4）費⽤の縮減に関する具体的な方針 

⽇常の維持管理業務(道路パトロール等)において容易に対応可能な軽微な損傷に
ついては随時修繕を⾏い、ライフサイクルコスト(以下ＬＣＣ)の低減に努めるもの
とする。また、社会経済情勢や道路施設の利⽤状況の変化に応じた適正な配置のた
めの橋梁の集約化・撤去・機能変換等により今後継続してかかってくるコスト縮減
効果を有識者及び住⺠の意⾒を踏まえながら検討する。 

短期的な数値目標として荒尾市が管理している２橋について、令和 5 年から令和
１５年にかけて集約化・撤去及び機能変換を⾏い、約 1.5 百万円のコスト縮減を目
標とする。 
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荒尾市⻑寿命化修繕計画は、管理橋梁１２３ 橋を対象としています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

⻑寿命化修繕計画の対象橋梁（１） 
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⻑寿命化修繕計画の対象橋梁（２） 
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⻑寿命化修繕計画の対象橋梁（３） 
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⻑寿命化修繕計画の対象橋梁（４） 
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・既設橋梁の⻑寿命化及び⽼朽化対策 
・維持管理および修繕にかかるライフサイクルコストの縮減 
・道路ネットワークの安全性および信頼性の確保 
・適正な維持管理の継続 
 

 
この 4 つの目標を果たすために⻑寿命化修繕計画を策定し、計画に沿った維持管理を

実施するものとする。また、通常の維持管理により対応可能な軽微な損傷の対処、定期
的な点検の実施を⾏い、⻑寿命化修繕計画の策定と共に橋梁の⻑寿命化を目指すものと
する。 
 
 
 
 
 

荒尾市では平成 21 年度より、通常の維持管理（通常パトロール）による点検に加え、
「荒尾市橋梁点検マニュアル」に基づく定期点検を実施し、平成 28 年度からは「熊本
県橋梁点検マニュアル（案）」に基づく近接目視点検及び打⾳調査を⾏い、橋梁の健全性
を詳細に把握することとしている。 
 
１）通常の維持管理 

⽇常的な点検で、主に道路パトロール時の目視点検、徒歩による目視点検を実施。
橋面上の排水桝や伸縮装置の土砂詰まり、橋台背面の道路との段差など⽇常業務（通
常パトロール）で確認できる損傷のうち、容易に対応できるものについては、通常
の維持管理において対処していく。 

 
２）定期点検 

荒尾市では、原則 5 年に 1 回程度の定期点検を実施し、橋梁の健全性を確認し健
全性がⅡ判定からⅢ判定の橋梁に関しては概算補修費を算定し、優先度において修
繕設計を計画・実⾏するものとする。Ⅳ判定の橋梁については緊急措置が必要であ
るため通⾏⽌めの措置を⾏い早急に対応する。 

 
 
 
 
 
 
 

 

今後の橋梁の維持管理について 

健全性の把握 
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令和元年から令和 5 年にかけて、荒尾市が管理する橋梁１２３ 橋の定期点検（2 巡
目）を⾏った結果、次のようなことがわかりました。 
 
1）損傷状況 

・詳細調査を必要とする橋梁が⼀部⾒られた。 
・橋面上の土砂堆積、排水桝の土砂詰まりなど通常維持管理で対応可能な損傷が⾒ら

れたが随時修繕については対応している。 
・経年劣化等による附属物の劣化や軽微なひびわれ等の損傷が発⽣している橋梁が⾒

られた。 
・令和５年度時点で「健全度Ⅲ」の橋梁において詳細設計が完了している橋梁は１５

橋、補修工事まで完了している橋梁は５橋、更新を⾏った橋梁については 2 橋であ
る。 

 
2）損傷事例 
 

重⼤な損傷 詳細調査が必要な損傷 

  
  

橋面上の土砂堆積による排水機能不全 経年劣化による伸縮装置の劣化 

  

定期点検結果（令和 5 年度） 
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平成 27 年度以降に定期点検を⾏った結果を基に、従来の“悪くなったら対策を⾏う”

対症療法型から、“損傷が⼤きくなる前に予防的な対策を⾏う”予防保全型へ転換を図

り、コスト縮減効果について⽐較検討した結果以下のようになりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

策定結果より、対症療法型から予防保全型へと転換することによっておおよそ５０年
間で約 45 億円のコスト縮減が期待できる。 
 
 
 
 
 
 

荒尾市の橋梁⻑寿命化修繕計画策定にあたり、維持管理における計画策定方針につい
て、有識者「熊本⼤学⼤学院 山尾敏孝 名誉教授」の意⾒聴取を⾏い策定計画に反映さ
せました。 
 
 
 
 

 

⻑寿命化修繕計画の策定 

有識者からの意⾒聴取 
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⻑寿命化修繕計画橋梁⼀覧（その１） 
【判定区分の目安】Ⅰ︓健全  Ⅱ︓予防保全段階  Ⅲ︓早期処置段階  Ⅳ︓緊急処置段階 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

⻑寿命化修繕計画橋梁⼀覧 
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⻑寿命化修繕計画橋梁⼀覧（その２） 
【判定区分の目安】Ⅰ︓健全  Ⅱ︓予防保全段階  Ⅲ︓早期処置段階  Ⅳ︓緊急処置段階 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⻑寿命化修繕計画橋梁⼀覧 
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⻑寿命化修繕計画橋梁⼀覧（その３） 
【判定区分の目安】Ⅰ︓健全  Ⅱ︓予防保全段階  Ⅲ︓早期処置段階  Ⅳ︓緊急処置段階 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⻑寿命化修繕計画橋梁⼀覧 


